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平成３０年度予算における国立大学関係予算の充実及び 

税制改正について(要望) 

-----国立大学が我が国の発展に貢献し続けるために----- 

 

 

国立大学（大学共同利用機関を含む）は全国及び各地域の高度な教育研究の拠点とし

て有為な人材と優れた研究成果を生み出し、学術研究を基盤とした我が国の発展にこれ

まで大きく貢献してきました。 

しかし、運営費交付金の削減等により、若手教員の減少や施設設備の老朽化が進み、

教育研究の基盤維持にも困難が生ずるほどの危機的な状況に直面しています。 

こうした困難な状況にあっても、その設立の趣旨に鑑み、各学長のリーダーシップに

より「地域と国の発展を支え、世界をリードする国立大学!!」の実現に向けて全大学が

最大限の努力を行なっております。 

さらに、「経済財政運営と改革の基本方針2017」、「未来投資戦略2017」や「科学技術

イノベーション総合戦略2017」などによる社会的要請に応え、「超スマート社会」を支

える人材育成をはじめ、我が国の成長戦略にとっても極めて重要なイノベーションの創

出、地方創生、グローバル化など新たな課題に応える取組みも積極的に進めていく所存

です。 

  そのためには、基盤的経費である運営費交付金の確実な措置、及び、安心・安全で国

際的に魅力ある教育・研究環境の整備のために施設設備費補助金等の拡充が極めて重要

です。 

また、自ら多様な財源を確保し、主体的・戦略的に研究力を強化するための制度的・

法的基盤を整備いただくことは国立大学の改革を大きく後押しするものであり、国立大

学への寄附拡大に向けて、土地や株等の評価性資産であっても大学等に寄附しやすい制

度の実現についても要望するものです。 

  



 

要 望 事 項 一 覧 

                                                    

○基盤的経費の確保  

◆ 国立大学法人運営費交付金総額の増額及び基幹経費化の促進・・・・・・・・・・１ 

 

◆ 国立大学施設整備費補助金の拡充及び施設の維持管理、基盤インフラ機器の改善・３ 

 

◆ 国立大学附属病院に対する財政的支援の確保・充実・・・・・・・・・・・・・・６ 

 

○競争的資金の確保・改革  

 ◆ 科学研究費補助金予算の拡充と基金化の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

   

 ◆ 各種競争的資金の安定的確保及び間接経費の拡充・・・・・・・・・・・・・・・９ 

 

○重点課題への対応  

 ◆ 若手研究者育成の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

 

 ◆ 地方創生の拠点として地域ニーズに応える人材育成・研究の推進・・・・・・・１２ 

 

 ◆ Society5.0 の実現に向けた創造的研究の推進・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

 

 ◆ 本格的な産学共同研究開発によるオープン・イノベーションの推進・・・・・・１５ 

 

 ◆ 諸外国の教育・科学技術外交上の要請に応える国際協力の推進・・・・・・・・１７ 

 

 ◆ 学生に対する経済的支援の拡充・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

 

○税制改正  

 ◆ 国立大学法人への評価性資産を寄附する際の要件緩和・・・・・・・・・・・・１９ 

 

 ◆ 所得税の税額控除対象寄附事業の拡大と控除対象額増・・・・・・・・・・・・２０ 
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